
「第二次検定のみ」再受検申請の申請方法について

①
申請区分「第二次検定のみ」※1
にて”初めて”受検申請する

再受検申請が可能

「第二次検定」

②
過去に申請区分「第一次・第二次
検定」※1にて同時受検申請した
ことがある

新規受検申請

「該当する申請区分」

④
以下のいずれかに該当する者
・過去に申請区分「第一次検
定」のみで受検し第一次検定
合格

・建築：一級建築士合格
・電気：技術士合格※2

YES

NO

NO

YES

YES

NO

再受検申請が可能

「第一次・第二次検定」

再受検申請が可能

「第二次検定」

※書面のみ

※1旧制度（H15～R2）の「学科試験」「実地試験」で
読み替え可能

※2技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監
理部門（選択科目が電気電子部門又は建設部門）のい
ずれを選択した者に限る。また、過去に旧受検資格で
申請した者に限る。

③
②の受検にて、「一次不合格」
だった

再受検申請が可能

「第二次検定」

YES

NO

本財団に問い合わせ

(初めて申請する)

(初めての申請ではない)

(申請したことがある)

(申請したことがない)

(不合格だった)

(不合格ではない＝合格)

(該当する)

(該当しない)

下記①～④についてすべて「YES」に該当する方は、本財団にお問い合わせく
ださい。

受検資格の詳細は手引き等をご確認ください




